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山形県告示第875号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、月光川土地改良区の役員に次の者が就任した旨

の届出があった。

　　平成19年９月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第876号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成19年９月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　許可番号

　　平成18年12月26日　　指令置総建第31号

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

飽海郡遊佐町北目字丸子81番地金 子　 信監 事
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２　開発区域に含まれる地域の名称

　　長井市平山字平田645番１、647番１、647番３、647番４、648番、651番、654番、657番の一部、645番１先、

647番１先、647番３先、647番４先、648番先、651番先、657番先

　　長井市九野本字北石橋2405番４、2406番１、2406番３、2406番４、2406番５、2406番６、2406番７、2418番２、

2405番４先、2406番１先、2406番４先、2418番２先

　　長井市九野本字東平沢2427番の一部、2430番の一部、2427番先、2430番先

　　長井市九野本字長渡2436番３、2436番３先

３　開発許可を受けた者の所在地及び名称

　　長井市平山647番地３

　　朝日金属工業株式会社　代表取締役　横沢　芳樹

  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第129号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の

１の数、同法第76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和31年法律第162号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数を合算した数並びに地方自治法第80条第１項に規定する選挙区における選挙権

を有する者の総数の３分の１の数は、次のとおりである。

　　平成19年９月18日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　選挙権を有する者の総数の50分の１の数　　19,614人

　選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数を合算し

た数　　230,112人

　県議会議員の選挙における選挙区ごとの選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第130号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、政治団体から次のとおり政治団体の設立の

届出があった。　

　　平成19年９月18日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

３分の１の数選 挙 区 名３分の１の数選 挙 区 名３分の１の数選 挙 区 名

12,745人

13,572人

12,217人

9,480人

8,771人

西 村 山 郡

最 上 郡

東 置 賜 郡

西 置 賜 郡

東 田 川 郡

7,762人

8,302人

16,950人

12,406人

 
8,131人

9,458人

7,672人

村 山 市

長 井 市

天 童 市

東 根 市

尾 花 沢 市 ・
北 村 山 郡

南 陽 市

東 村 山 郡

67,867人

24,249人
 

38,539人
 

36,517人

10,756人

11,661人

9,841人

山 形 市

米 沢 市

鶴 岡 市

酒 田 市 ・
飽 海 郡

新 庄 市

寒 河 江 市

上 山 市
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　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第131号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動の

届出があった。

　　平成19年９月18日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　政　党

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第132号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成18年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成19年９月18日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

19. 7.27
佐 藤 誠 一後 藤 忠 夫代 表 者

自由民主党山形県心友

会支部

同

8.10

山形市香澄町３－１－

13レオパレスＦｌａｔ

山形1101号室

山形市小白川町四丁目

32－７山口ビル301号
主たる事務所の所在地

自由民主党山形県栄養

士連盟支部

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

19. 7.20

交 仁 会東海林仁を支援する会政 治 団 体 の 名 称

東海林仁を支援する会

東 海 林　 　 　 仁佐 藤 和 郎代 表 者

同

7.23

山形市旅篭町３－１－

４食糧会館内

山形市あこや町２－３

－１　錦産業会館２階
主たる事務所の所在地

山形県社会保険労務士

政治連盟

同

8. 8
本 間 昭 一佐 藤 啓 介代 表 者本間しんいち後援会

同

8.10
柏 倉 昭 一原 田 順 二代 表 者上 山 新 風 会

届出年月日主たる事務所の所在地
会 計 責 任 者
の 氏 名

代表者の氏名政治団体の名称

平成

19. 7.20
東村山郡中山町大字長崎2270斉 藤 秀 雄斉 藤 眞 一斉 藤 眞 一 後 援 会

同

 7.23

西村山郡大江町大字小見178番

地の２
林　 昭 一酒 井 通 裕伊 藤 慎 一 郎 後 援 会
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（資金管理団体） （その他の政治団体）　　 　　　　　　　単位：円

後藤栄治郎後援

会
斉藤勝郎後援会奥山成也後援会塩田秀雄後援会政 治 団 体 の 名 称

19. 2.2719. 2.1619. 2. 119. 8.29報告年月日

16,800031,270762,000収入総額

001,270154,000　　前年繰越額

16,800030,000608,000　　本年収入額

16,800029,270712,000支出総額

本年収入の内訳

558,000　個人の党費・会費　金額

186　　　　　　　　　　員数（人）

16,800030,00050,000　寄附（内訳別掲）

16,80030,00050,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

003,270403,600　経常経費

180,000　　人件費

30,000　　光熱水費

3,270103,600　　備品・消耗品費

90,000　　事務所費

16,800026,000308,400　政治活動費

26,000204,400　　組織活動費

　　選挙関係費

16,800000　　事業費

16,800　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

104,000　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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 （その他の政治団体）　　 　　　　　　　　　　　　　　単位：円

あらい幸昭と吉

野みんなの会
安野良明後援会近藤洋介後援会藤井孝司後援会政 治 団 体 の 名 称

19. 8.2919. 8.2719. 8.2719. 3.15報告年月日

137,05046,50016,672,861122,900収入総額

87,050086,861122,900　　前年繰越額

50,00046,50016,586,0000　　本年収入額

137,05046,50015,802,9040支出総額

本年収入の内訳

46,500　個人の党費・会費　金額

155　　　　　　　　　　員数（人）

50,000013,000,0000　寄附（内訳別掲）

50,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

13,000,000　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

2,286,000　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

1,300,000　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0012,436,1970　経常経費

5,728,000　　人件費

305,228　　光熱水費

2,899,174　　備品・消耗品費

3,503,795　　事務所費

137,05046,5003,366,7070　政治活動費

137,05046,500654,868　　組織活動費

　　選挙関係費

002,711,8390　　事業費

　　　機関紙発行事業費

379,810　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

2,332,029　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩田秀雄後援会

○資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

　塩　田　秀　雄　　　　　　　　　　　　　　　南陽市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤洋介後援会

○寄附の内訳

　（政治団体分）

（その他の政治団体） 　単位：円

清潔な南陽市を

築くみんなの会

塩田秀雄と歩む

会
政 治 団 体 の 名 称

19. 8.2919. 8.29報告年月日

412,000256,700収入総額

078,700　　前年繰越額

412,000178,000　　本年収入額

412,000256,700支出総額

本年収入の内訳

212,000178,000　個人の党費・会費　金額

21289　　　　　　　　　　員数（人）

200,0000　寄附（内訳別掲）

200,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0180,000　経常経費

120,000　　人件費

30,000　　光熱水費

　　備品・消耗品費

30,000　　事務所費

412,00076,700　政治活動費

412,00076,700　　組織活動費

　　選挙関係費

00　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無
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　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　住所・所在地

　近藤洋介と次代を創る会　　　　　　　　　13,000,000円　　　米沢市

○事業収入

　摘　　要　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　額

　その他の催物事業　　　　　　　　　　　　 2,286,000円

○その他の収入

　摘　　要　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　額

　事務委託費　　　　　　　　　　　　　　　 1,300,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第133号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条第１項の規定により平成18年９月８日付け山形県選挙管理委員

会告示第105号にて公表した平成17年分の収支報告書について、訂正の報告があったので、その要旨を次のとおり公

表する。

　　平成19年９月18日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由民主党山形県第二選挙区支部

○本部又は支部から交付された交付金に係る収入の内訳

　交付金を供与した本部又は支部の名称　　　　　主たる事務所の所在地　　　収入金額

　自由民主党本部　　　　　　　　　　　　　　　東京都千代田区　　　　26,000,000円

○寄附の内訳

　（個人分）

（政　党）  　 　　　　単位：円

自由民主党山形
県第二選挙区支
部

自由民主党山形
県第二選挙区支
部

政 治 団 体 の 名 称

18. 3.2718. 3.27報告年月日

86,236,28886,186,288収入総額

822,579822,579　　前年繰越額

85,413,70985,363,709　　本年収入額

84,240,31184,240,311支出総額

本年収入の内訳

2,359,8002,359,800　個人の党費・会費　金額

1,9111,911　　　　　　　　　　員数（人）

38,844,00038,794,000　寄附（内訳別掲）

6,300,0006,300,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

23,040,00022,990,000　　団体分

9,504,0009,504,000　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

18,209,89518,209,895　事業収入（内訳別掲）

26,000,00026,000,000　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

1414　その他の収入（内訳別掲）

1414　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

26,094,59126,094,591　経常経費

23,438,05623,438,056　　人件費

119,050119,050　　光熱水費

1,093,8241,093,824　　備品・消耗品費

1,443,6611,443,661　　事務所費

58,145,72058,145,720　政治活動費

7,040,4937,040,493　　組織活動費

5,000,0005,000,000　　選挙関係費

5,611,8775,611,877　　事業費

758,483758,483　　　機関紙発行事業費

3,719,5363,719,536　　　宣伝事業費

1,133,8581,133,858　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

466,350466,350　　調査研究費

39,527,00039,527,000　　寄附・交付金

500,000500,000　　その他の経費

有有資産等の有無

19. 9. 319. 8.30訂正年月日
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　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　 住所・所在地

　黒　田　政　喜   　　　600,000円　　　西村山郡河北町

　川　野　　　勲   　　　500,000円　　　米沢市

　小　山　和　夫   　　1,000,000円　　　西置賜郡小国町

　原　田　敬　二   　　1,000,000円　　　南陽市

　遠　藤　信　幸   　　　100,000円　　　米沢市

　後　藤　幹　一   　　　100,000円　　　米沢市

　大　山　政　美   　　　500,000円　　　尾花沢市

　高　谷　　　博   　　1,000,000円　　　村山市

　樋　口　哲　也   　　1,500,000円　　　西置賜郡飯豊町

（法人その他の団体分）

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　 住所・所在地

　中央清掃（有）   　　　240,000円　　　米沢市

　東北電化工業（株）   　　　360,000円　　　山形市

　（株）佐長鉄工   　　　120,000円　　　米沢市

　相田建設（株）   　　1,060,000円　　　米沢市

　（株）山田工務店   　　　130,000円　　　東田川郡羽黒町

　後藤建設（株）   　　　860,000円　　　寒河江市

　八松園（株）   　　　360,000円　　　寒河江市

　黒澤鐵筋（有）   　　　420,000円　　　東置賜郡高畠町

　菊池商事（株）   　　　360,000円　　　寒河江市

　（株）多利加   　　　 80,000円　　　山形市

　アイケン共同組合  　　100,000円　　　米沢市

　太田建設（株）   　　　500,000円　　　米沢市

　（株）マルコーエンジニアリング 　　　100,000円　　　米沢市

　（株）後藤組   　　2,000,000円　　　米沢市

　（株）黒田組   　　1,000,000円　　　西村山郡河北町

　（株）ヤマザワ   　　1,000,000円　　　山形市

　（株）ナウエル   　　　500,000円　　　米沢市

　（株）エル・インターナショナル 　　 　50,000円　　　東京都新宿区

　（株）メルヘン企画   　　　 50,000円　　　東京都八王子市

　イムノエイト（株）   　　　100,000円　　　東京都港区

　（株）ユキカンパニー  　　　100,000円　　　東京都千代田区

　（株）飾一   　　　200,000円　　　神奈川県横浜市

　（株）桜ゴルフ   　　　300,000円　　　東京都中央区

　（株）尾形商店   　　1,000,000円　　　米沢市

　衣袋建設（株）   　　1,000,000円　　　西置賜郡白鷹町

　本間建設（株）   　　　500,000円　　　尾花沢市

　樋口建設（株）   　　1,500,000円　　　西置賜郡飯豊町

　（株）ヤマキチ   　　　500,000円　　　西置賜郡飯豊町

　佐藤建設（株）   　　1,000,000円　　　山形市

　（株）平吹設計事務所  　　　200,000円　　　山形市

　黒澤建設工業（株）   　　　500,000円　　　山形市

　東北工業（株）   　　　500,000円　　　山形市

　（株）ムラヤマ   　　　500,000円　　　山形市

　弘栄設備工業（株）   　　1,000,000円　　　山形市

　（株）ジェック   　　1,000,000円　　　東根市

　（株）大木建装硝子   　　1,000,000円　　　米沢市

　山形建設（株）   　　1,000,000円　　　山形市
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　（株）斉藤建設   　　　500,000円　　　東根市

　奥山建設（株）   　　1,000,000円　　　東根市

　丸伸建設（株）   　　　300,000円　　　村山市

　（政治団体分）

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　 住所・所在地

　新世紀政治研究会   　　7,500,000円　　　東京都千代田区

　山形県不動産政治連盟  　　　100,000円　　　山形市

　東北税理士政治連盟  　　　100,000円　　　宮城県仙台市

　山形県税理士政治連盟  　　　200,000円　　　山形市

　山形県農協政治連盟  　　　500,000円　　　山形市

　山形県医師連盟   　　1,000,000円　　　山形市

　日本建築士事務所政経研究会  　　　100,000円　　　東京都中央区

○事業収入の内訳

　事業の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　額

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー　 　　　　　　9,089,895円

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー　　　　　　　 9,120,000円

○政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

　政治資金パーティーの名称

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー

　対価の支払をした者の区分

　法人その他の団体

　対価の支払をした者の氏名・名称　　　　　　金　　　額　　　 住所・所在地

　山和建設（株）   　　1,000,000円　　　西置賜郡小国町

　樋口建設（株）   　　　400,000円　　　西置賜郡飯豊町

　（株）ヤマキチ   　　　300,000円　　　西置賜郡飯豊町

　（株）梅津組   　　　200,000円　　　長井市

　衣袋建設（株）   　　　500,000円　　　西置賜郡白鷹町

　置賜建設（株）   　　　200,000円　　　米沢市

　（株）後藤組   　　　500,000円　　　米沢市

　（株）後藤組   　　1,000,000円　　　米沢市

　太田建設（株）   　　1,000,000円　　　米沢市

　政治資金パーティーの名称

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー

　対価の支払をした者の区分

　法人その他の団体

　対価の支払をした者の氏名・名称　　　　　　金　　　額　　　 住所・所在地

　（株）ジェック   　　　200,000円　　　東根市

　高谷建設（株）   　　　300,000円　　　村山市

　丸伸建設（株）   　　　500,000円　　　村山市

　五十嵐特殊建設（株）  　　　500,000円　　　村山市

　五十嵐特殊建設（株）  　　　200,000円　　　村山市

　五十嵐特殊建設（株）  　　　300,000円　　　村山市

　高橋建設（株）   　　　200,000円　　　北村山郡大石田町

　（株）矢萩土建   　　　300,000円　　　村山市
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　菊池商事（株）  　 　　1,000,000円　　　寒河江市

　（株）黒田組   　　　450,000円　　　西村山郡河北町

　奥山建設（株）   　　　200,000円　　　東根市

○資産等の内訳

　（借入金）

　借　　入　　先　　　　　　　　　　　　　　金　　　額

　遠　藤　武　彦　　　　　　　　　　　　 　1,000,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由民主党山形県第二選挙区支部

○本部又は支部から交付された交付金に係る収入の内訳

　交付金を供与した本部又は支部の名称　　　　　主たる事務所の所在地　　　収入金額

　自由民主党本部　　　　　　　　　　　　　　　東京都千代田区　　　　26,000,000円

○寄附の内訳

　（個人分）

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　 住所・所在地

　黒　田　政　喜   　　　600,000円　　　西村山郡河北町

　川　野　　　勲   　　　500,000円　　　米沢市

　小　山　和　夫   　　1,000,000円　　　西置賜郡小国町

　原　田　敬　二   　　1,000,000円　　　南陽市

　遠　藤　信　幸   　　　100,000円　　　米沢市

　後　藤　幹　一   　　　100,000円　　　米沢市

　大　山　政　美   　　　500,000円　　　尾花沢市

　高　谷　　　博   　　1,000,000円　　　村山市

　樋　口　哲　也   　　1,500,000円　　　西置賜郡飯豊町

　（法人その他の団体分）

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　 住所・所在地

　中央清掃（有）   　　　240,000円　　　米沢市

　東北電化工業（株）   　　　360,000円　　　山形市

　（株）佐長鉄工   　　　120,000円　　　米沢市

　相田建設（株）   　　1,060,000円　　　米沢市

　（株）山田工務店   　　　130,000円　　　東田川郡羽黒町

　後藤建設（株）   　　　860,000円　　　寒河江市

　八松園（株）   　　　360,000円　　　寒河江市

　黒澤鐵筋（有）   　　　420,000円　　　東置賜郡高畠町

　菊池商事（株）   　　　360,000円　　　寒河江市

　（株）多利加   　　　 80,000円　　　山形市

　アイケン共同組合   　　100,000円　　　米沢市

　太田建設（株）   　　　500,000円　　　米沢市

　（株）マルコーエンジニアリング 　　　100,000円　　　米沢市

　（株）後藤組   　　2,000,000円　　　米沢市

　（株）黒田組   　　1,000,000円　　　西村山郡河北町

　（株）ヤマザワ   　　1,000,000円　　　山形市

　（株）ナウエル   　　　500,000円　　　米沢市

　（株）エル・インターナショナル 　　　 50,000円　　　東京都新宿区

　（株）メルヘン企画   　　　 50,000円　　　東京都八王子市

　イムノエイト（株）   　　　100,000円　　　東京都港区

　（株）ユキカンパニー  　　　100,000円　　　東京都千代田区
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　（株）飾一   　　　200,000円　　　神奈川県横浜市

　（株）桜ゴルフ   　　　300,000円　　　東京都中央区

　山形県家畜商業共同組合  　　 50,000円　　　天童市

　（株）尾形商店   　　1,000,000円　　　米沢市

　衣袋建設（株）   　　1,000,000円　　　西置賜郡白鷹町

　本間建設（株）   　　　500,000円　　　尾花沢市

　樋口建設（株）   　　1,500,000円　　　西置賜郡飯豊町

　（株）ヤマキチ   　　　500,000円　　　西置賜郡飯豊町

　佐藤建設（株）   　　1,000,000円　　　山形市

　（株）平吹設計事務所  　　　200,000円　　　山形市

　黒澤建設工業（株）   　　　500,000円　　　山形市

　東北工業（株）   　　　500,000円　　　山形市

　（株）ムラヤマ   　　　500,000円　　　山形市

　弘栄設備工業（株）   　　1,000,000円　　　山形市

　（株）ジェック   　　1,000,000円　　　東根市

　（株）大木建装硝子   　　1,000,000円　　　米沢市

　山形建設（株）   　　1,000,000円　　　山形市

　（株）斉藤建設   　　　500,000円　　　東根市

　奥山建設（株）   　　1,000,000円　　　東根市

　丸伸建設（株）   　　　300,000円　　　村山市

　（政治団体分）

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　 住所・所在地

　新世紀政治研究会   　　7,500,000円　　　東京都千代田区

　山形県不動産政治連盟  　　　100,000円　　　山形市

　東北税理士政治連盟  　　　100,000円　　　宮城県仙台市

　山形県税理士政治連盟  　　　200,000円　　　山形市

　山形県農協政治連盟  　　　500,000円　　　山形市

　山形県医師連盟   　　1,000,000円　　　山形市

　日本建築士事務所政経研究会  　　　100,000円　　　東京都中央区

○事業収入の内訳

　事業の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　額

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー　　　　 　　　9,089,895円

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー　　　　　　 　9,120,000円

○政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

　政治資金パーティーの名称

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー

　対価の支払をした者の区分

　法人その他の団体

　対価の支払をした者の氏名・名称　　　　　　金　　　額　　　 住所・所在地

　山和建設（株）   　　1,000,000円　　　西置賜郡小国町

　樋口建設（株）   　　　400,000円　　　西置賜郡飯豊町

　（株）ヤマキチ   　　　300,000円　　　西置賜郡飯豊町

　（株）梅津組   　　　200,000円　　　長井市

　衣袋建設（株）   　　　500,000円　　　西置賜郡白鷹町

　置賜建設（株）   　　　200,000円　　　米沢市

　（株）後藤組   　　　500,000円　　　米沢市
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　（株）後藤組  　　　　　　　1,000,000円　　　米沢市

　太田建設（株）  　　　　　　　1,000,000円　　　米沢市

　政治資金パーティーの名称

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー

　対価の支払をした者の区分

　法人その他の団体

　対価の支払をした者の氏名・名称　　　　　　金　　　額　　　 住所・所在地

　（株）ジェック   　　　200,000円　　　東根市

　高谷建設（株）   　　　300,000円　　　村山市

　丸伸建設（株）   　　　500,000円　　　村山市

　五十嵐特殊建設（株）  　　　500,000円　　　村山市

　五十嵐特殊建設（株）  　　　200,000円　　　村山市

　五十嵐特殊建設（株）  　　　300,000円　　　村山市

　高橋建設（株）   　　　200,000円　　　北村山郡大石田町

　（株）矢萩土建   　　　300,000円　　　村山市

　菊池商事（株）  　　　　　　　1,000,000円　　　寒河江市

　（株）黒田組   　　　450,000円　　　西村山郡河北町

　奥山建設（株）   　　　200,000円　　　東根市

○資産等の内訳

　（借入金）

　借　　入　　先　　　　　　　　　　　　　　金　　　額

　遠　藤　武　彦  　　　　　　　1,000,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第134号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団体

の指定の届出があった。

　　平成19年９月18日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

  公　　　　　告  

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252号の38第６項の規定により、山形県知事から、平成12年３月１７日に公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、次のとおり通知があった。

　　平成19年９月18日

山形県監査委員　　田　　　澤　　　伸　　　一

山形県監査委員　　吉　　　田　　　　　　　明

山形県監査委員　　加　　　藤　　　淳　　　二

山形県監査委員　　濱　　　田　　　宗　　　一

届 出 年 月 日代表者の氏名主たる事務所の所在地
資金管理団体

の名称　　　
公 職 の 種 類届出者の氏名

平成19. 7.20斉 藤 眞 一
東村山郡中山町大字長崎

2270

斉藤眞一後援

会

中山町議会議

員
斉 藤 眞 一
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　　措 置 の 内 容　　　　監 査 結 果　　
外　部　監　査

実 施 機 関 名

　職員給与比率の改善に向け、県立病院全

体において、事務の委託や諸システムの導

入を図ることによる組織・体制の見直しを

検討してきております。

　しかし、県立病院全体では、低下基調で

あるものの、未だ鶴岡病院を除く４病院で

類似病院平均と比較して、10％以上高い状

況であります。

　そのため、病院事業分析評価調査（平成

17年度～平成18年度）を踏まえ、各県立病

院の役割・機能、今後の運営方策を検討し

つつ、今後も引き続き職員給与比率の改善

に努めてまいります。

<職員給与比率について>

　医業収益に対する職員給与費は、各病院

とも類似平均の病院より高く、少なくとも

類似平均程度の職員給与比率を期待した

い。

健康福祉部病院局

（病院事業局県立

病院課）

中 央 病 院

日 本 海 病 院

新 庄 病 院

河 北 病 院

鶴 岡 病 院

　平成17年度決算の経常損益は、△546百

万円で、前年度（協力金を除く）と比較し

て60百万円改善しており、一般医療の経常

損益も改善基調にあるものと思慮されま

す。

　一方、損益の均衡までには至っておりま

せんが、経営健全化計画（期間：平成16年

度～平成18年度）により経営健全化を推進

しており、平成10年度の経常損益と比較し

て大幅に改善しているものと思慮されると

ころです。

　なお、病院事業分析評価調査（平成17年

度～平成18年度）を踏まえ、各県立病院の

役割・機能、今後の運営方策を検討しつつ、

今後も引き続き経営の健全化に努めてまい

ります。

<一般医療の経常損益について>

　高度救急医療を除いた一般医療の経常損

益は、平成10年度の各病院合計で1,056百

万円の赤字となっており、損益の均衡が望

まれる。

　平成17年度決算では河北病院及び鶴岡病

院を除く３病院が類似平均病院を下回って

おります。

　一方、実効病床（実際に使用している病

床）ベースでは、日本海病院を除く４病院

で類似平均病院以上の病床利用率を達成し

ております。

　日本海病院については、地域医療室を改

修し、病診連携などの地域医療機関等との

連携を強化し、病床利用率の向上に努めて

いるところであります。

<病床利用率について>

　各病院の病床利用率は、河北病院と鶴岡

病院を除いて類似平均の病院の病床利用率

を下回っており、少なくとも類似平均病院

程度の病床利用率の達成を期待したい。

　平成15年度から地方公営企業法の全適に

移行したことに伴い、病院事業会計で負担

することとしました。

<退職金の負担関係について>

　病院事業の職員の退職金については、現

在全額一般会計の負担となっている。将来

的には病院事業会計が負担すべきと思料さ

れる。
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　平成17年度決算では河北病院のみが類似

平均を上回っておりますが、ほぼ同程度の

水準であり、全病院で達成できたものと言

えます。

　なお、今後も引き続き、薬品及び診療材

料の廉価品への切替等により、材料比率の

縮減に努めてまいります。

<材料比率について>

　材料費の医業収益に対する割合は類似平

均を上回っており、経済的購入に努められ

たい。

　平成11年度までに全ての病院で適時適温

給食を導入したほか、食堂加算（平成12年

度から新庄病院）や選択メニューの導入な

どに取り組み、患者サービスの向上を図る

とともに収益の確保に努めているところで

あります。

　また、給食材料の共同購入の実施（平成

11年度から牛乳）などにより材料費の縮減

に努めております。

　なお、平成18年度の診療報酬改定によ

り、入院時食事療養費について、これまで

の患者１日当たりから１食当たりに改定さ

れたことから、給食部門における収支はよ

り悪化するものと想定されますが、今後と

も、選択メニューの拡大や委託業務の拡大

により、収支の改善に努めてまいります。

<給食部門の損益について>

　給食部門は鶴岡病院を除く４病院で毎年

多額の赤字を計上しており、抜本的な対策

が必要と判断される。

○中央病院

　飯塚アパートについては、上山市競馬場

の廃止に伴い、厩務員の住宅対策として平

成17年４月まで上山市に無償貸与されてい

た経緯があり、その後、利用されていませ

ん。

　城西アパートについても、入居者がいな

いことから、両アパートとも、医師確保や

解体費用等の課題と併せて、今後の利用を

検討しているところであります。

○新庄病院

　一戸建公舎のうち１戸（第９号公舎）に

ついては、平成14年度に解体し、平成15年

度に跡地を売却しました。

　第１号アパート（看護師アパート）につ

いては、大規模改修における物品倉庫とし

て使用しているところであり、起債の繰上

償還（起債償還最終年度：平成21年度）等

を調整しながら今後の利用を検討している

ところであります。

○河北病院

　第１号及び第２号アパート、一戸建公舎

の３戸（第３号・第４号・第８号）につい

ては、平成14年度に解体し、平成15年度に

跡地を売却又は借地を返却しました。

<未利用公舎について>

　公舎の利用状況を調査したところ、未利

用又は入居者の少ない公舎及び職員アパー

トがあり、資産の有効活用を図られたい。
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　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252号の38第６項の規定により、山形県知事から、平成13年５月11日に公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、次のとおり通知があった。

　　平成19年９月18日

山形県監査委員　　田　　　澤　　　伸　　　一

山形県監査委員　　吉　　　田　　　　　　　明

山形県監査委員　　加　　　藤　　　淳　　　二

山形県監査委員　　濱　　　田　　　宗　　　一

○鶴岡病院

　一戸建公舎のうち２戸（第１号・第２号）

については、平成14年度に解体し、平成15

年度に公募しましたが跡地を売却できな

かったため、引き続き跡地の売却に努めて

まいります。

　焼却炉施設については、光熱水費節減の

ため、平成17年度、地下水活用システム設

備として整備しました。

　浄化槽設備については、大規模改修によ

り解体し、平成18年度、受変電室として整

備しました。

<未利用の固定資産について>

　新庄病院の焼却炉施設及び浄化槽設備は

現在利用されておらず、将来利用見込みも

ない。取壊し費用との費用対効果を考えな

がら有効利用を図られたい。

　システムの更新は、費用がかかるだけで

なく既施設上の制約や配置人員体制とも連

動するため、中長期課題として認識してい

ます。

　なお、平成13年度に日本海病院、河北病

院で導入したSPDシステム（物品を一元的に

管理するシステム）及び河北病院で導入し

た薬品管理システムについては、新庄病院

と同一のシステムとしました。

　また、日本海病院において、平成18年度

より新総合医療情報システムが稼動し、当

該システムにより各病院のシステムの統一

化を図るべく検討しているところでありま

す。

<情報システムについて>

　情報システムは、各病院が独自で導入し

ているためそれぞれ別個のシステムとなっ

ており、また、電算化の進行状況にも各病

院間でかなりの差が生じている。システム

の統一を検討することが望ましい。

　　措 置 の 内 容　　　　監 査 結 果　　
外　部　監　査

実 施 機 関 名

①について

　相手方にとって、多額の買受けとなるこ

とから、計画的な買受けについて協議をし

ております。

②について

　貸付先である団体は、脆弱な財政状況で

あり、相手方の財政状況を見極めて買受勧

奨を行ってまいります。

③について

　平成15年度に土地・建物を売却済みです。

<貸付物件の買受け奨励について>

　①某学校法人職員宿舎、②某公共団体複

数の事務所敷地及び③某公共団体事務所と

して長期間貸付するのは適切でなく、相手

方に売却することを検討すべきである。

総 務 部

管 財 課
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　貸付団体と貸付料の減額等について協議

をしておりましたが、県において当該物件

を売却処分することとしたため、貸付契約

を平成18年度末をもって終了しました。

<貸付料の減額について>

　某財団法人への貸付物件は、月極有料駐

車場として転貸しており、通常の貸付料を

徴収すべきである。

　財産を貸し付けている市町村から県が借

り受けしている行政財産のうち交換可能な

財産はなく、また、市町村の財政状況が極

めて厳しいことから、売却も困難でありま

すが、市町村の財政状況を見極めて買受勧

奨を行ってまいります。

<関係市町村へ貸付している物件について>

　特定の市町村に対して長期間財産を貸し

付けるのは、結果として当該市町村に対し

て恩恵を与えることになり適切でない。一

方で県が市町村から借受している行政財産

も多数あることから、県に具体的な利用計

画がないのであれば、それらの売却又は交

換等を進める必要がある。

　それぞれの物件における処分阻害要因に

対応しつつ、売払いを促進しております。

【売払処分済物件】

・元長井第10号公舎

・元鶴岡第21号公舎

・元白鷹第１号公舎

・元天童警第１号職員アパート

（一部430㎡）

・元鳥海学園

・元鶴岡第26～30号公舎

（危険箇所の改修工事実施済物件）

・元酒田警第10号公舎

・元酒田警第14号公舎

<普通財産（土地、建物）利活用計画の処分

する物件について>

　処分予定の物件の多くは、処分阻害要因

があり、通常の物件で処分することは難し

いと判断され、処分阻害要因の類型別にそ

れぞれ対応が必要であると思料される。

　山形県県有地有効活用検討委員会等にお

いて、庁内各部局の意見を聞き、利活用又

は処分等について検討を行っております。

　なお、①については、今後の利活用計画

がないため、平成18年度に処分しました。

<普通財産（土地、建物）利活用計画の保有

関係物件について>

　以下の物件については、今後の具体的利

用計画を明確にするか、利用計画がなけれ

ば処分等の検討も必要と判断される。

①元農業試験場(知事公館東北側)

②元農業試験場（知事公館西側）

③元高等看護学院（城北寮：城北町地内）

④元山形第３号職員アパート（飯塚）

⑤元県立上山農業高校

⑥県職員保養所やまびこ荘

　現在、当該勤務地内の異動であれば、引

き続き公舎に居住することが出来ることに

なっております。

　今後、使用期間について、他県の状況及

び職員の公舎使用実態を勘案しながら検討

してまいります。

<公舎の使用期間について>

　公舎使用に関する使用者の適格性を見直

すことなく長期間にわたり使用を容認する

ことは、その使用者に正当とは言えがたい

経済的利益を供与している可能性があると

考える。

　使用期間を定める等の規則改正を検討す

べきである。

　登記をしていないものについて、計画的

に登記を行っております。

【登記済公舎】

・山形第３，４，５，６号公舎

・寒河江第１号公舎

<新築公舎の所有権保存登記について>

　所有権保存登記がなされていないものが

ある。
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・新庄第１号公舎

・米沢第１号公舎

　関係部署と調整中の公舎を除いて廃止し

ました。

【廃止済公舎】

・元川西第１号職員アパート

・元新庄第４号職員アパート

・元長井第３号職員アパート

・元南陽警察第１号職員アパート

<入居率が著しく低い公舎について>

　入居率が著しく低い公舎の存続を検討す

ること。

　分譲促進のため臨海部の特性等を活かし

た誘致活動を行っており、酒田臨海地区に

ついて平成13年度から今後の成長産業とし

て期待される環境・エネルギー分野の立地

促進にも取り組むほか、平成15年度から両

地区にリース期間終了後の買取を条件とす

る土地リース制度を設けるなど、社会経済

情勢等に応じた分譲促進策を展開しており

ます。

　これらの結果、酒田臨海地区では平成15

年に３社と分譲契約を締結して未分譲面積

は23.3haとなり、鳥海南地区については平

成12年に１社と契約を締結して未分譲面積

は31.0haとなっております。

　今後とも、酒田港の海運利用や高速道路

等交通の利便性、豊かな自然環境やリサイ

クルポート指定などの特長をアピールしな

がら積極的な誘致活動を行い、分譲促進を

図ってまいります。

<長期所有土地について>

　工業団地用地のうち、酒田臨海地区及び

鳥海南地区は昭和49年から分譲開始された

物件で、平成11年度末現在28ha及び33.3ha

がそれぞれ未分譲となっている。分譲開始

から26年程度が経過しており、今後一層の

売却の促進を図る必要がある。

商工労働観光部工

業振興課

　一般会計に対して、平成12年度には３億

6300万円、平成15年度には８億2695万円を

償還しており、平成17年度末現在の無利子

借入金残高は約43億円となっております。

　今後も分譲促進を図りながら早期の償還

を図ってまいります。

<特別会計の財政状況について>

　土地取得事業特別会計は、一般会計から

の無利子借入金約54億円があるため、分譲

価格の維持が図られているが、無利子借入

金といえども早期の償還を図るべきものと

思料される。

稲生二丁目第２工区

　平成13年１月の包括外部監査時には、１

区画を保有しておりましたが、平成17年２

月に分譲を完了しました。

稲生二丁目(Ⅱ)

（第１工区の再造成地)

　平成13年１月の包括外部監査時には、8

区画を保有しておりましたが、その後6区

画を分譲したものの、ここ２年間は停滞し

ております。この原因については、地価下

落や不景気等が影響していると考えられま

すが、今年に入り、景気の好転の兆しがあ

ることから、外部との販売協力関係を築く

などして、早期完売を目指すよう指導して

おります。

<長期保有土地について>

　平成11年度末現在、公社が10年以上所有

している長期所有土地は、鶴岡市稲生及び

鶴岡市井岡の土地（面積３ha、簿価75百万

円）である。

　鶴岡市稲生地区の土地については、すで

に分譲されている区画があり、売却の促進

を図る以外に方法はない。

　鶴岡市井岡の土地は、取得からすでに20

年程度が経過しているが、まだ造成工事も

進んでいない。同地区は交通の要衝地へと

変化しており、同地域の住宅需要自体が少

ないのであれば、住宅以外の土地利用によ

る譲渡を検討されてもよい。

山形県住宅供給公

社

（所管課：土木部

建築住宅課）
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　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252号の38第６項の規定により、山形県知事から、平成14年５月22日に公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、次のとおり通知があった。

　　平成19年９月18日

山形県監査委員　　田　　　澤　　　伸　　　一

山形県監査委員　　吉　　　田　　　　　　　明

山形県監査委員　　加　　　藤　　　淳　　　二

山形県監査委員　　濱　　　田　　　宗　　　一

井岡地区

　当該地区の開発にあたり長年の懸案事項

であった生活排水処理は、公共下水道の供

用区域に編入されたことで解決し、平成16

年４月19日付けで農地転用許可を受け、同

年６月に調査・測量等を実施、同年11月か

ら造成工事に着手しました。平成17年秋に

第１工区22戸が販売開始となり、平成17年

度中に３区画、平成18年５月までに２区画

が分譲済みであります。

　平成17年度決算から毎事業年度の損益計

算書上損失が生じた場合は繰越欠損金とし

て計上して整理するようにすることで、予

算・決算書に経営状態を反映させるよう見

直しを行いました。

　有料道路事業の経営改善を図るため、平

成16年度に退職職員の不補充でプロパー職

員を１名減にするとともに、土木部関連３

公社を統合して役員の共通化、組織のスリ

ム化を図りました。

　平成17年度は嘱託職員を３名削減し、土

地開発公社と総務部門を統合し業務の効率

化を図るとともに、新理事長に民間人を登

用し、民間の経営ノウハウの取入れを図り

ました。

　また、西蔵王有料道路への案内標識を分

かりやすいものにして誘客を図り、平成18

年度は西蔵王有料道路の料金徴収時間帯

を、これまでの季節変動型から年間一律型

に変更することで利用者の利便性を上げる

とともに、西口駐車場においては、平成18

年４月１日からパークアンドライド型料金

として、24時間1,200円の特別料金を設定

し、新たな利用客の取り込みを図っており

ます。

<経営成績及び財政状態について>

　公社の決算書では、毎年発生した損益を

償還準備金として計上するため、経営状態

を反映していない。試算では平成11年度の

単年度の損益は５百万円の損失であり、平

成11年度末現在の累積損失は14億円と推測

される。現在、道路公社は西吾妻有料道路

と西蔵王有料道路を経営中であるが、平成

11年度末の収支差額は計画を下回ってい

る。西吾妻有料道路については平成15年７

月から、西蔵王有料道路については平成28

年８月から、それぞれ無料開放されるが、

収支の状況がこのまま推移すれば、無料開

放時には県の多額の財政的負担が懸念され

る。

山形県道路公社

（所管課：土木部

道路課）
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　　措 置 の 内 容　　　　監 査 結 果　　
外　部　監　査

実 施 機 関 名

①②③

　債権調査を行った結果、回収は困難と判

断し、平成19年２月県議会定例会にて債権

放棄を行いました。

【中小企業高度化資金】

<時効完成案件について>

　時効中断措置が行われなかったため、時

効が完成し、回収が困難となっている案件

がある。

（３件①②③）

商工労働観光部

工業振興課

商業経済交流課

庄内総合支庁

⑤⑥⑦⑧⑨⑩

　毎年、債務者や連帯保証人との面談によ

り状況把握、交渉を実施しております。

　⑤⑥⑦⑧については、定期的な弁済があ

ります。

　今後、連帯保証人のより詳細な資力調査

を実施し、債権回収に取り組む予定です。

⑪

　担保物権の処分により平成17年度に完済

しております。

<債務者、連帯保証人の状況把握について>

　債務者、連帯保証人の状況が十分に把握

されておらず、回収業務が不十分となって

いる案件がある。

（７件⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪）

④

　債権調査を行った結果、回収は困難と判

断し、平成19年２月県議会定例会にて債権

放棄を行いました。

<不納欠損処理について>

　調査費用、管理コストを考えると不納欠

損処理を行った方が得策と考えられる案件

がある。（１件④）

⑧

　債務者、連帯保証人の資産状況を調査

し、弁済交渉を実施しております。

⑮

　連帯保証人に交渉の結果、弁済を開始し

ております。

⑯

　平成16年度に不納欠損処分をしておりま

す。

○22 
　平成15年度に不納欠損処分をしておりま

す。

【中小企業設備近代化資金】

<時効完成案件について>

　時効中断措置が行われなかったため、時

効が完成し、回収が困難となっている案件

がある。

（４件⑧⑮⑯○22 ）

商工労働観光部

工業振興課

商業経済交流課

庄内総合支庁

④

　連帯保証人に交渉の結果、完済しており

ます。

⑤⑥⑦○26 ○27 

　連帯保証人に交渉の結果、弁済を開始し

ております。

⑨⑩⑫⑭○28 

　債権調査を行った結果、回収は困難と判

断し、平成19年２月県議会定例会にて債権

放棄を行いました。

○25 

　債務者、連帯保証人の状況を調査の上、

平成15年度に不納欠損処分をしておりま

す。

○23 

　交渉の結果、弁済を開始しております。

<債務者、連帯保証人の状況把握について>

　債務者、連帯保証人の状況が十分に把握

されておらず、回収業務が不十分となって

いる案件がある。

（13件④⑤⑥⑦⑨⑩⑫⑭○23 ○25 ○26 ○27 ○28 ）
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　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252号の38第６項の規定により、山形県知事から、平成15年４月24日に公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、次のとおり通知があった。

　　平成19年９月18日

山形県監査委員　　田　　　澤　　　伸　　　一

山形県監査委員　　吉　　　田　　　　　　　明

山形県監査委員　　加　　　藤　　　淳　　　二

山形県監査委員　　濱　　　田　　　宗　　　一

①②③⑪⑰⑲⑳○21 ○24 

　平成15年度に不納欠損処分をしておりま

す。

⑱

　連帯保証人に交渉の結果、弁済を開始し

ております。

<不納欠損処理について>

　調査費用、管理コストを考えると不納欠

損処理を行った方が得策と考えられる案件

がある。

（10件①②③⑪⑰⑱⑲⑳○21 ○24 ）

⑬

　交渉の結果、弁済を開始しております。

<金融機関に返済している案件について>

　金融機関には返済しているが、県の貸付

金については返済が行われていない案件が

ある。（１件⑬）

　「未収債権管理規程」に管理事務停止に関

する規定（第13条）を加えるとともに、「償

却債権管理事務停止基準」を策定しました。

（平成15年４月１日施行）

【設備貸与事業特別会計】

<債権放棄の基準の作成について>

　回収が見込まれない債権は、管理コスト

節減の観点から債権放棄した方が得策であ

り、基準の整備を検討されたい。

山形県企業振興公

社

　退職給与引当預金の不足でありますが、

現在、計画的な積み増しを進めておりま

す。

【下請振興事業特別会計】

<正味財産の補填について>

　正味財産が20,000千円のマイナスであ

り、今後その補填が必要となる。

　　措 置 の 内 容　　　　監 査 結 果　　
外　部　監　査

実 施 機 関 名

　今後は、資本剰余金の内容を精査し、固

定資産台帳を整備します。

共通－(2)固定資産

<固定資産台帳の整備（改善策）>

　資本剰余金の内容を精査し、固定資産台

帳を修正すること。

企 業 局

　平成16年２月に「山形県公営企業経理事

務の手引」を作成し、修繕費と改良費の区

分基準を明確化しました。

共通－(2)固定資産

<工事費の修繕費、改良費の区分（改善策）>

　修繕費、改良費の区分基準を策定するこ

と。

　一般会計の指名業者の選定基準を用いて

コスト縮減に努めております。

共通－(7)契   約

<委託契約及び物品契約における指名業者

の選定基準（改善策）>

　工事契約の場合と同様に、指名業者の選

定基準を定めること。

　平成14年度以降、本件のような支出はあ

りません。

　なお、報償費的性格の支出に係る事案が

発生した場合は、他部局の例などに照らし

ながら、適正に処理します。

電気－(1)報償費の支出基準（改善策）

　報償費の支出基準を明確にすること。
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　一般会計との整合性を図るため、また、

当該処理額による企業局の損益への影響

は、極めて少ないものと考えられるため、

従来どおりの取り扱いとしております。

電気－(4)ダム共同施設維持管理負担金　

（改善策）

　負担金額が確定した年度の決算として処

理すること。

　ヒロメーター（野川第二発電所及び大沢

川発電所）は、平成14年度に除却しました。

共有設備である焼却炉（倉沢発電所）は、

除却費を知事部局と共同で負担することと

しているため、知事部局において、除却費

予算を確保でき次第、速やかに除却を行い

ます。

　なお、平成16年４月１日付けで「山形県

公営企業固定資産管理規程」を改正し、備

品の固定資産台帳との実地照合を行い備品

の管理の徹底を図ることとしました。

電気－(5)共有設備の管理（改善策）

　②　使用見込みのない資産は除却するこ

と。（３件）

　備品等の実地照合を実施すること。

　総勘定元帳と固定資産管理台帳との照合

を行いました。

電気－(5)共有設備の管理（改善策）

　③　総勘定元帳と固定資産管理台帳との

照合を行うこと。

　今後は、「地方公営企業法施行規則」に基

づいた耐用年数（15年）に合わせて処理し

ます。

工水－(3)耐用年数の不一致（改善策）

　樹木の耐用年数を統一すること。

　平成15年度に修正しました。工水－(6)建設仮勘定の精算の会計処理　

（改善策）

　資産計上と消費税計上とに10円の差があ

る。

　平成15年度に、取得時の経済的残余年数

による耐用年数に修正しました。

資産本来－(3)緑町会館の耐用年数 （改善

策）

　取得時の経済的残存年数を採用するのが

妥当である。規則別表によるか、これに基

づかない場合は合理的な理由を明らかにす

ること。

　平成15年度に照合作業及び台帳の修正を

行いました。

ゴルフ場－(1)固定資産管理台帳の整備　

（改善策）

　台帳の写真と現物との照合を再度実施す

ること。

　カート等複数台数あるものを一括管理す

る場合は枝番を付す等台帳上個別に管理す

ること。

　平成16年４月１日付けで「山形県公営企

業固定資産管理規程」を改正し、備品の固

定資産台帳との実地照合を行い備品の管理

の徹底を図ることとしました。

　また、平成15年度にプレート等を貼付し

ました。

ゴルフ場－(2)固定資産の現物管理（改善

策）

　備品等は定期的照合するよう規程を整備

すること。

　現物にプレート等を貼付すること。

　平成15年度から会計規定に交際費の科目

を設け経理しました。

　なお、同社は、平成18年３月22日をもっ

て解散し、平成18年４月からは指定管理者

が県民ゴルフ場を管理運営しております。

管理公社－(4)交際費 （改善策）

　雑費勘定の交際費の一部は、他科目交際

費として処理すること。

株式会社　山形県

県民ゴルフ場管理

公社
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　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252号の38第６項の規定により、山形県知事から、平成16年４月30日に公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、次のとおり通知があった。

　　平成19年９月18日

山形県監査委員　　田　　　澤　　　伸　　　一

山形県監査委員　　吉　　　田　　　　　　　明

山形県監査委員　　加　　　藤　　　淳　　　二

山形県監査委員　　濱　　　田　　　宗　　　一

　平成15年度にプレート等を貼付し、年１

回の照合作業を実施しました。

　なお、同社は、平成18年３月22日をもっ

て解散し、平成18年４月からは指定管理者

が県民ゴルフ場を管理運営しております。

管理公社－(5)固定資産の現物管理（改善

策）

　保管場所を明確にし、プレート等を貼付

し台帳との関係を明らかにすること。

　年１回の照合作業を実施すること。

　専用設備（ノートパソコン）は平成14年

度に除却済みです。共有設備は除却費を知

事部局と共同で負担することとしているた

め、知事部局において除却費予算を確保で

き次第、速やかに除却を行います。

水道－(5)固定資産の管理（改善策）

　使用見込みのない資産は除却すること。

（６件）

企 業 局

　委託契約の実績内容を慎重に審査するた

めに精算額が確定する年度は翌年度となる

ため、従来どおりの取り扱いとしておりま

す。

振興協会－(1)企業局との間の委託契約の

精算

　①　精算に伴う返納金の年度区分（改善

策）

　　できるかぎり当年度の決算で処理する

こと。

財団法人　山形県

公営企業振興協会

　引当金の繰入及び取崩は会計方針通りに

計上し、その資料も保管しておくこととし

ました。

　また、退職給与引当金計上不足額解消に

向け、引当金を積み増ししております。

振興協会－(6)退職給与引当金の計上（改善

策）

　引当金の繰入及び取崩は会計方針通りに

計上し、その資料も保管しておくこと。

　退職給与引当金計上不足額を早期に解消

すること。

　預り金の過大計上分については、平成15

年度に雑収入として処理しました。

　また、預り金については毎月定期的な

チェックを行うこととしております。

振興協会－(8)預り金の過大計上 （改善策）

　内容を明確にすること。預り金の定期的

なチェックを行うこと。

　　措 置 の 内 容　　　　監 査 結 果　　
外　部　監　査

実 施 機 関 名

　当該引当金制度の運用については、全国

農地保有合理化協会が、農林水産省通知に

基づき、各道府県公社の統一的な処理基準

を設定しており、本県公社もその取扱いを

遵守しております。

　よって、現行の取扱いを継続することと

します。

<合理化事業損失引当金について>

　過去の損失発生に伴う取崩しの状況か

ら、引当限度の５％は過大と考えられる。

(財)山形県農業公

社

　水利権の更新には膨大な資料の収集、作

成が必要となるほか、技術的に高度な知識

が求められます。

　あわせて、更新の間隔が10年と長いた

め、各土地改良区が少ない職員の中から担

<事業のあり方ついて>

　今後は水利権の諸手続に係るノウハウを

各土地改良区に根付かせ、各土地改良区が

独自で水利権更新を行っていけるよう促す

べきである。これにより土地連の人的資源

山形県土地改良事

業団体連合会
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当職員を養成するとした場合には、各々が

研修等に多額の費用と時間を費やすことと

なり、著しく非効率的であります。

　これらを考慮し、また、土地改良区に対

する各種の支援こそが土地連の本来的業務

であることを考えた場合、当該業務につい

ては、今後も引き続き、土地連が担うべき

ものであると考えます。

を他の事業に配分することが可能となり、

組織のスリム化に資するものと考える。

電話　 山形(631)2057   (631)2056
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